
消費者相談に関する具体的な流れ（全体像）

消費者 行政・消費者センター

電話、ホームページに掲載する相談・苦情申出書式などで、広く申し出を受け付ける。

申し出者がクレジットの基本的な知識・
利用方法や関係法令、会員の連絡先、
適切な相談機関等について情報を求
めるもの

協会相談室が、可能な範囲で
必要な情報を提供する。

会員に関するもの非会員に関するもの

業務・プロセスに
関して、割賦販売
法の適用がある
もの

業務・プロセス
に関して割賦
販売法の適用
がないもの

協会相談室は、申
し出者に可能な範
囲で割賦販売法、
業慣習等について
一般的な情報を提
供するほか、適切と
思われる他機関(行
政等)を紹介する。

問い合わせ 相談・苦情問い合わせ

申し出者からの業務・プロセスに関する不満足の表明

相談・苦情

業務・プロセスに
関して割賦販売
法の適用がない
もの(金銭消費貸
借契約に関する
ものなど)

業務・プロセスに
関して、割賦販売
法の適用がある
もの(ただし、クレ
ジツトカード、個
別方式の1回払い
を含む)

相談・苦情処理
に関するスキー
ムに基づき、会
員と協力して処
理をする。

蓄積された情報の分類と・分析(会員別、
与信形態別、販売方法別、商品・サービ
ス別、地域別、年齢別、法律・自主規制
からみた問題点の有無等)

受付内容と会員から
報告される「処理結
果」を蓄積

問い合わせと相談・苦情を区分

会員に関するものと非会員に関するものとで区分

業務・プロセスが割賦販売法の
適用受けるものかどうかを区分

改正割賦販売法
に基づく認定団
体としての苦情
処理

　　　に加えて
会員組織を持
つ業界団体とし
ての処理

　　　　　　　に
加えて行う

自発的な処理

非割賦 非割賦

相談・苦情内容の確
認の結果、問合せに
準ずる処理をするも
の

会

員

報告

フィードバック

行

政

相談・苦情内容の確認

協会相談室は、
一般的な情報
を提供するほ
か当該会員の
窓口や他機関
を紹介する。

本人・契約
特定情報の確認

協力

割賦 割賦

本人・契約特定情報の確認がで
きない場合、協会相談室は、申
し出者に可能な範囲で割賦販売
法、業慣習等について一般的な
情報を提供するほか、 当該会員
の窓口や他機関を紹介する。

報告 関叽

係叽

部叽

会

その他

会員の役
職員の応
対、広告
・宣伝や組
織に関す
るものなど

協会相談室
は、会員の窓
口や他機関
を紹介する。

その他

役職員の
応対、広
告・宣伝
や組織に
関するも
のなど

協会相談室は、適切と思われ
る他機関を紹介する。
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